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は　じ　め　に

　平成15年度から諏訪広域連合が保険者となり実施しており

ます介護保険事業につきましては、皆様の多大なご支援とご

協力を賜り心より感謝申し上げます。

　さて、高齢者の介護を社会全体で支える介護保険制度は、

平成12年４月の施行から21年が経過し、この間、介護サービ

ス提供基盤の整備の充実により、現在は高齢者やその家族を

支えるうえで欠かせない制度として定着してまいりました。

　一方、わが国では、令和７年（2025年）には団塊の世代が

後期高齢者となり、令和22年（2040年）にはその子供たち

の世代が65歳以上となるなど、高齢化はさらに進み医療や介

護の必要性が更に見込まれています。

　こうしたなか、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して生活していくことを可能にする

ため、多職種連携による包括的な支援体制の構築・強化を図ることが必要となります。

　当広域連合においては、構成市町村の特性に応じた生活支援や介護予防、認知症施策等の地域

づくりに向けた体制の整備・強化を進める「地域包括ケアシステム」を深化・推進していくとと

もに、介護に従事する人材の確保と育成は必要不可欠となります。介護現場の様子や介護職員と

して働いている方の声等を積極的に発信しながら、県や関係機関と連携・協力し、介護の仕事の

イメージアップを図っております。

　当広域連合では、令和７年（2025年）及び令和22年（2040年）の超高齢社会像を見据えて、

令和３年（2021年）度から令和５年（2023年）度までの３年間を対象年度といたしました「諏

訪広域連合第８期介護保険事業計画」を策定いたしました。

　今後は、構成市町村や関係機関等と連携を図りながら、本計画の基本理念の具現化に努めてま

いります。

　最後に、本計画の策定にあたり、「諏訪広域連合介護保険委員会」の委員の皆さまには、様々

な視点からご意見やご提言をいただきましたことに心から感謝を申し上げるとともに、本計画が

着実、円滑に実施されますよう圏域住民各位のご理解とご協力をお願いいたします。

　　令和３年３月

諏訪広域連合　　　　　　　　

　　広域連合長　金　子　ゆ か り
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※数値の表記について
計画書に記載している各種数値について、四捨五入にて表記している場合、
表記上の数値を合計した数値と「合計」の数値が合わないことがあります。
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第1〜3段階の保険料率は、公的負担によって軽減がされています。

※合計所得金額

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前

の金額です。第1〜5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得（所得金額調整控除の適用

がある場合は控除前の金額）から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得ま

たは公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円

を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る

特別控除額」を控除した金額を用います。
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65歳以上の方の
保険料

23%

40～64歳の方の
保険料

27%

国の負担金
25%

県の負担金
12.5%

市町村の
負担金
12.5%
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